
附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号

山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
資
格
認
定
規
則

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
県
は
、
農
業
改
良
資
金
融
通
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
号
。
次
条
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。）
及
び
農
業
改
良
資
金
融
通
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
七
号
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
業
者
等
に
対
す
る
農

業
改
良
資
金
の
貸
付
資
格
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
貸
付
資
格
認
定
の
対
象
者
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前

条
」
に
、「
貸
付
け
に
係
る
資
金
（
以
下
「
貸
付
金
」
と
い
う
。）
の
貸
付
け
」
を
「
貸
付
資
格
の
認

定
」
に
、「
以
下
「
農
業
改
良
措
置
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
農
業
改
良
措
置
」

に
、「
以
下
「
認
定
中
小
企
業
者
」
を
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
中
小
企
業
者
」
に
改
め
、

「（
以
下
こ
れ
ら
を
「
農
業
者
等
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
一
号
様
式
」
を
「
別
記
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
六
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
六
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
…
…
…
…
一

則

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
二
の
一
の
表
消
費
者
安
全
・
食
育
推
進
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
米
穀
等
の
　
　
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
　
　
　
○

取
引
等
に
係
　
び
立
入
検
査

る
情
報
の
記
　
　
　

録
及
び
産
地
　
　
　

情
報
の
伝
達
　
　
　

に
関
す
る
法
　
　

律
（
平
成
二

十
一
年
法
律

第
二
十
六
号
）

の
施
行
に
関

す
る
事
務

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

九
月
三
十
日

号
外
第
七
十
号

木　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

二

第１号様式（第３条関係）



第
一
号
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
を
削
る
。

（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
七
の
表
農
業
技
術
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か

ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四
　
山
梨
県

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
資
格
の
認

○

農
務
事
務

農
業
改
良
資

定
　

所
長

金
貸
付
資
格

認
定
規
則（
平

成
十
四
年
山

梨
県
規
則
第

四
十
九
号
）

の
施
行
に
関

す
る
事
務

別
表
第
二
の
七
の
表
農
業
技
術
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号

と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
農
業
改
良
資
金
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山

梨
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）

第
一
条
第
一
項
の
農
業
改
良
資
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
こ
の

規
則
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。）
に
対
し
て
こ
の

規
則
の
施
行
後
に
行
わ
れ
る
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
た
融
資
機
関
（
同

項
に
規
定
す
る
融
資
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
対
す
る
貸
付
金
及
び
前
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
融

資
機
関
に
対
し
て
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
行
わ
れ
る
当
該
業
務
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
旧
規
則
第
五
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
際
、
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
知
事
の
認
定
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

四


